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はじめに 

 

道路上の電線、電柱は、景観を損なうだけではなく、歩行者や車椅子の通行

の妨げとなり、地震などの災害時には、電柱が倒れ、緊急車両等の通行に支障

を来すなど、種々のリスクを有している。しかし、我が国の無電柱化率は、欧

米の主要都市やアジア各国の都市と比べて極めて低い状況にある。 

このような現状に鑑み、災害の防止、安全かつ円滑な交通の確保、良好な景

観の形成等を図るため、無電柱化の推進に関する施策を総合的、計画的かつ迅

速に推進すること等を目的として「無電柱化の推進に関する法律（以下、「無電

柱化法」という。）」が平成28年に成立、施行された。 

無電柱化法第８条においては、国の策定する無電柱化推進計画（及び都道府

県無電柱化推進計画）を基本として、都道府県（市町村）の区域における無電

柱化の推進に関する施策についての計画である都道府県（市町村）無電柱推進

計画の策定を都道府県（市町村）の努力義務として規定している。 

本計画は、無電柱化法に基づく宮崎県無電柱化推進計画として、今後の無電

柱化の基本的な方針、目標、施策等を定めるものである。 
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１． 無電柱化の推進に関する基本的な方針 

 

１） 宮崎県における無電柱化の現状 

宮崎県における無電柱化は、関係者の協力の下、電線共同溝の整備や要請者

負担方式による地中化が進められており、平成３０年現在、約３０kmの無電柱

化に取り組んでいる。これは宮崎県にある道路の０．１％に相当する。 

一方、宮崎県内には一般国道１０号を始めとする緊急輸送道路が約１，６７

５km（高速道路を除く）あるものの、そのうち無電柱化された延長は３０km（１．

７％）に留まっている。また、毎年約１,５００万人の観光客が訪れる本県に

おいて、電柱・電線が景観の風情を損ねており、無電柱化を求める声が高まっ

ている。 

 

２） 今後の無電柱化の取り組み姿勢 

これまでの無電柱化は、歩道幅員が広く、沿道の需要密度の高い幹線道路を

中心に進めてきているが、今後は、防災、安全かつ円滑な交通の確保、良好な

景観の形成等の観点から、無電柱化の必要な道路において強力に推進していく

必要がある。 

「無電柱化の推進は、地域住民の意向を踏まえつつ、地域住民が誇りと愛着

を持つことのできる地域社会の形成に資するよう行われなければならない。

（無電柱化法第２条）」の理念の下、県民と関係者の理解、協力を得て、無電

柱化により宮崎県の魅力あふれる美しいまちなみの形成や、安全・安心なくら

しを確保することとする。 

 

３） 無電柱化の対象道路 

無電柱化には多額の費用を要するとともに、工事や地上機器の設置場所等に

ついて、沿道住民等の合意形成が重要である。そのため、以下の道路について

優先的に無電柱化を推進する道路として、取り組みを進める。 

なお、宮崎県が管理しない道路については、当該道路管理者に協力を要請す

る。 

 

① 防災 

一般国道１０号等の緊急輸送道路において、国の協力を得つつ無電柱化を

推進する。また、各市町村における地域防災計画において避難路に位置づけ

ている道路について、無電柱化を推進する。 
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② 安全・円滑な交通確保 

宮崎市移動等円滑化基本構想における生活関連経路や乗降客数の多い宮

崎駅等の交通結節点において、バリアフリー化等に合わせて無電柱化を推進

する。また、交通事故、ヒヤリハット事案の多い通学路において、地域住民

等関係者の合意が得られた区間から、無電柱化を推進する。 

 

③ 景観形成・観光振興 

美しい宮崎づくり推進計画に基づき沿道における無電柱化を推進する。 

 

④ 道路事業等に合わせた無電柱化 

上記の他、道路事業や面整備事業の道路事業（道路の維持に関するものを

除く。）や市街地開発事業その他これらに類する事業（以下、「道路事業等」

という。）が実施される際に無電柱化を推進する。 

 

２． 無電柱化推進計画の期間 

 

平成３０年度から平成３２年度までの３年間とする。 

 

 

３． 無電柱化の推進に関する目標 

 

平成３２年度までに、無電柱化計画道路（別表）について無電柱化に取り組

むことを目標とする。 

 
４． 無電柱化の推進に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策 

 

１） 無電柱化事業の実施 

以下の事業手法により、無電柱化を推進する。事業手法は、電線管理者や地

元住民等との協議を踏まえ決定する。 

 

① 電線共同溝方式 

道路及び沿道の利用状況等を踏まえ道路の掘り返しの抑制が特に必要な

区間において、電線共同溝等の整備を進める。電線共同溝の整備に際しては、
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収容する電線類の量や道路交通の状況、既設埋設物の状況等に応じ、メンテ

ナンスを含めたトータルコストにも留意しつつ、低コスト手法である浅層埋

設方式や小型ボックス活用埋設方式を積極的に採用する。 

 

② 単独地中化方式 

無電柱化の必要性の高い道路のうち、電線共同溝の整備を行わない道路に

ついては、電線管理者に単独地中化方式による無電柱化を要請する。単独地

中化の実施に際しては、地域住民等の合意形成等無電柱化の円滑な実現のた

め、積極的に協力する。 

 

③ 軒下配線方式・裏配線方式 

沿道地権者の合意が得られる道路においては、低コストに無電柱化を実施

可能な軒下配線方式や裏配線方式による整備を進める。 

 

④ 道路事業等に合わせた無電柱化 

無電柱化法第 12条に基づき、道路事業等が実施される際に、電線管理者

に無電柱化を実施するよう要請する。県においては、無電柱化を実施しやす

いよう施工時期等の調整が適切に実施されるよう協力する。 

 

上記の事業手法の他、必要な場合は自治体管路方式による整備を行うととも

に、要請者が負担する要請者負担方式による無電柱化が実施される場合は、円

滑に進むよう支援する。 

また、電線管理者等が既設の地中管路等を有する場合には、これらの既存ス

トックの活用が可能か検討し、効率的に無電柱化を実現する。 

 

２） 占用制度の運用 

道路における占用制度を適切に運用し、無電柱化を推進する。 

 

① 占用制限制度の適切な運用 

国が防災の観点から緊急輸送道路において実施している、新設電柱の占用

を制限する措置について、宮崎県の緊急輸送道路においても実施する。また、

国において検討が進められている新設電柱に係る占用制限措置の対象の拡

大や、既設電柱の占用制限措置の実施について、国の動向を踏まえ検討する。 



5 

 

 

② 占用料の減額措置 

道路における無電柱化をより一層推進するため、道路の地下に設置した電

線等について、占用料の減額措置を継続する。 

 

 

３） 関係者間の連携の強化 

 

① 推進体制 

道路管理者、電線管理者、地方公共団体及び地元関係者等からなる宮崎地

区無電柱化協議会を活用し、無電柱化の対象区間の調整等無電柱化の推進に

係る調整を行う。 

具体の無電柱化事業実施箇所においては、低コスト手法や軒下配線・裏配

線を含む事業手法の選択、地上機器の設置場所等に関して、地域の合意形成

を円滑化するため、必要に応じ、地元関係者や道路管理者、電線管理者の協

力を得て、地元協議会等を設置する。 

 

② 工事・設備の連携 

宮崎県の管理する道路において、道路事業等やガスや水道等の地下埋設物

の工事が実施される際は、道路工事調整会議等関係者が集まる会議等を活用

し、工程等の調整を積極的に行う。 

 

③ 民地等の活用 

道路空間に余裕が無い場合や良好な景観形成等の観点から道路上への地

上機器の設置が望ましくない場合においては、地上機器の設置場所として、

学校や公共施設等の公有地や公開空地等の民地の活用を、管理者の同意を得

て進める。 

 

④ 他事業との連携 

無電柱化の実施に際し、地域の課題を踏まえ、交通安全事業など他の事業

と連携して総合的、計画的に取り組むよう努める。 
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５． 施策を総合的、計画的かつ迅速に推進するために必要な事項 

 

１） 広報・啓発活動 

無電柱化の重要性に関する県民の理解と関心を深め、無電柱化に県民の協力

が得られるよう、無電柱化に関する広報・啓発活動を積極的に行う。 

また、無電柱化の実施状況、効果等について、広報誌等を活用して周知し、

理解を広げる。 

 

２） 無電柱化情報の共有 

国と連携し、無電柱化に関する情報収集に努めるとともに、宮崎県の取組に

ついて国や他の地方公共団体との共有を図る。 



無電柱化計画道路

直轄国道

1宮崎県 都城市 国 直轄国道 国道１０号 都城市吉尾町６１２３番１ 都城市吉尾町２１６５ 0.9 1.8①地中化（従来方式） ①電線共同溝

0.9 1.8

宮崎県および市町村道

1宮崎県 宮崎市 市区町村 市区町村道稗原通線 宮崎市稗原町65 宮崎市昭栄町128 0.9 0.9裏配線 地中化以外（裏配線、軒
下配線等）

2宮崎県 延岡市 都道府県
都道府県
道

稲葉崎平原線 延岡市共栄町１－４８番地 延岡市構口町１丁目５３８６番地 1.0 1.9①地中化（従来方式） 電線共同溝

3宮崎県 綾町 市区町村
市区町村
道

横町・栄町線
宮崎県東諸県郡綾町大字南俣307-
4

宮崎県東諸県郡綾町大字北俣482-
3 0.3 0.6⑦未定 要請者負担方式

4宮崎県 綾町 市区町村
市区町村
道

桑下線
宮崎県東諸県郡綾町大字南俣488-
3

宮崎県東諸県郡綾町大字南俣491-
1 0.1 0.2⑦未定 要請者負担方式

5宮崎県 串間市 市区町村
市区町村
道

泉町牟田ヶ迫線 串間市大字西方字下郡本 串間市大字西方字下郡本 0.2 0.4⑦未定 要請者負担方式

6宮崎県 都城市 都道府県
都道府県
道

国道269号 都城市栄町 都城市栄町 0.3 0.6①地中化（従来方式） 電線共同溝

7宮崎県 宮崎市 都道府県
都道府県
道

宮崎島之内線 宮崎市瀬頭2丁目1-1（瀬頭交差点） 宮崎市堀川町 0.4 0.8①地中化（従来方式） 電線共同溝

8宮崎県 宮崎市 市区町村
市区町村
道

宮崎駅東通線 宮崎市吉村町大町甲 宮崎市吉村町西中甲 0.2 0.4①地中化（従来方式） 電線共同溝

9宮崎県 宮崎市 市区町村
市区町村
道

宮崎駅東通線 宮崎市吉村町西中甲 宮崎市吉村町前田甲 0.5 1.0①地中化（従来方式） 電線共同溝

3.9 6.9

道路延
長
（㎞）

整備延
長
（㎞）

整備手法 費用負担方法

No

No 都道府県 市区町村 道路管理者

都道府県 市区町村 道路管理者

道路種別 路線 起点住所 終点住所

費用負担方法道路種別 路線 起点住所 終点住所
道路延
長
（㎞）

整備延
長
（㎞）

整備手法

別 表


